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別紙

漁業無線システムを活用した非常通信訓練（非常通信ルート）
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②使送 ⑬使送

いわき市役所（本庁）

いわき市（小名浜支所）

①防災行政無線 ⑭防災行政無線

④電話・ＦＡＸ ⑪電話・ＦＡＸ

余市漁業無線局
（よいちぎょぎょう）

③漁業用無線

⑫漁業用無線

【北海道側】

北海道庁

⑤衛星回線 ⑩衛星回線

⑦中央防災無線 ⑧中央防災無線

内閣府

⑥中央防災無線 ⑨防災行政無線

福島県庁

消防庁

福島県漁業無線局
（いわきぎょぎょう）

【東北側（福島県） 】

通信途絶状態
福島県庁

中央非常通信ルート

１ 災害想定
平成２９年１０月１０日（火）１３時００分頃、福島県沖を震源としたマグニチュード７．２

の地震が発生し、いわき市で震度６強を観測。
この地震により、道路の寸断、住宅の倒壊、火災等の被害が発生している。

２ 今回設定した非常通信ルート
上記災害により、いわき市と福島県庁の間における一般公衆電話、携帯電話及び地域衛星通信ネット

ワークが輻輳等のため使用不可能と想定、北海道・東北の両非常通信協議会及び中央非常通信協議
会が連携し、広域通信が可能な漁業無線システムを新たに非常通信ルートに組み入れ、その有効性等
を検証することとした。

３ 参加機関

福島県庁、いわき市、いわき市小名浜支所、福島県漁業無線局、

北海道庁、余市漁業無線局、消防庁、内閣府


